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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手壁と前記長手壁に隣接して配置される少なくとも１つの取り付け部材とを備えるブ
ラケットと、
　側壁と前記側壁に対して曲がった嵌合部分とを含み、前記ブラケットに対して長手方向
に可動に設けられる嵌合部材と、
　前記ブラケットと前記嵌合部材に弾性力を与える弾性部材と、
を含み、
　前記ブラケットと前記嵌合部材には、それぞれ第一係合要素及び第二係合要素が配置さ
れ、前記嵌合部材が前記ブラケットに対してロック解除位置からロック位置に移動される
と、前記嵌合部分は少なくとも１つ前記の取り付け部材に接近し、前記嵌合部材を前記ブ
ラケットに対して前記ロック位置に保つように、前記第一係合要素と前記第二係合要素と
は互いに係合し、前記弾性部材は、前記嵌合部材が前記ロック解除位置に戻られるための
弾性力を維持することを特徴とするブラケット装置。
【請求項２】
　前記ブラケットは、前記長手壁と実質的に垂直に連結された端壁をさらに含み、前記少
なくとも１つの取り付け部材は前記端壁に配置され、前記嵌合部材の嵌合部分は前記側壁
と実質的に垂直に連結され、前記ブラケットの長手壁及び前記嵌合部材の側壁には互い対
応する第一制限要素及び第二制限要素が配置され、前記ブラケットの長手壁はスライドレ
ールと連結されている、請求項１に記載のブラケット装置。
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【請求項３】
　前記ブラケット装置は係合部材を含み、前記係合部材は連結部と弾力アームとを備え、
前記連結部は前記ブラケットの長手壁と連結され、前記弾力アームは前記連結部から伸び
られる部分であり、前記弾力アームは第一係合要素を有し、前記嵌合部材が前記ロック位
置にある時、前記第一係合要素は、前記嵌合部材の側壁の第二係合要素と係合するように
構成されている、請求項１に記載のブラケット装置。
【請求項４】
　前記嵌合部材の側壁はさらに延伸穴を有し、前記ブラケット装置は操作部材をさらに含
み、前記操作部材は固定部と操作部とを有し、前記固定部は固定部材を介して前記延伸穴
を貫通して前記ブラケットの長手壁と連結され、前記操作部は前記固定部と可撓的に連結
され、前記操作部は前記延伸穴を貫通する接触要素を有し、前記接触要素は前記係合部材
の弾力アームに対応するように位置決めされる、請求項３に記載のブラケット装置。
【請求項５】
　長手壁と前記長手壁に隣接して配置される少なくとも１つの取り付け部材とを備えるブ
ラケットと、
　側壁と前記側壁に対して曲がった嵌合部分とを含む嵌合部材と、
弾性部材と、
　を含み、
　前記嵌合部材は前記ブラケットに対して可動に設けられ、前記ブラケットと前記嵌合部
材には、それぞれ第一係合要素及び第二係合要素が配置され、前記嵌合部材が前記ブラケ
ットに対して第一位置から第二位置に移動されると、前記嵌合部分は前記少なくとも１つ
の取り付け部材に接近し、前記嵌合部材を前記ブラケットに対して前記第二位置に保つよ
うに、前記第一係合要素と前記第二係合要素とは互いに係合し、前記弾性部材は弾性力を
維持し、前記第一係合要素と前記第二係合要素とは互いに係合を解除すると、前記弾性部
材から解放された弾性力に答え、前記嵌合部材は前記第二位置から前記第一位置に戻られ
、前記嵌合部分は前記少なくとも１つの取り付け部材から離れることを特徴とするブラケ
ット装置。
【請求項６】
　前記ブラケットは、前記長手壁と実質的に垂直に連結された端壁をさらに含み、前記少
なくとも１つの取り付け部材は前記端壁に配置され、前記嵌合部材の嵌合部分は前記側壁
と実質的に垂直に連結され、前記側壁及び前記長手壁には互い対応する第一制限要素及び
第二制限要素制限要素が配置され、前記ブラケットの長手壁はスライドレールと連結され
ている、請求項５に記載のブラケット装置。
【請求項７】
　前記ブラケット装置は係合部材をさらに含み、前記係合部材は連結部と弾力アームとを
備え、前記連結部は前記ブラケットの長手壁と連結され、前記弾力アームは前記連結部か
ら伸びられる部分であり、前記弾力アームは第一係合要素を有し、前記嵌合部材が前記第
二位置にある時、前記第一係合要素は、前記嵌合部材の側壁の第二係合要素と係合し、前
記嵌合部材の側壁はさらに延伸穴を有し、前記ブラケット装置は操作部材をさらに含み、
前記操作部材は固定部と操作部とを有し、前記固定部は固定部材を介して前記延伸穴を貫
通して前記ブラケットの長手壁と連結され、前記操作部は前記固定部と可撓的に連結され
、前記操作部は前記係合部材の弾力アームに対応するように位置決めされる、請求項５に
記載のブラケット装置。
【請求項８】
　スライドレールをポストに取り付けるのに適するブラケット装置であって、
　前記ポストは複数の穴を含み、
　前記ブラケット装置は、
　長手壁と前記長手壁に隣接して配置される取り付け部材とを備えるブラケットと、
　側壁と前記側壁に対して曲がった嵌合部分とを含む嵌合部材と、
前記ブラケットと前記嵌合部材に弾性力を与える弾性部材と、
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を含み、
　前記嵌合部材は前記ブラケットに対して長手方向に可動に設けられ、
前記長手壁は前記スライドレールと連結し、前記取り付け部材は前記ポストの穴の１つに
取り付けられ、
　前記ブラケットと前記嵌合部材には、それぞれ第一係合要素及び第二係合要素が配置さ
れ、
　前記嵌合部材が前記ブラケットに対して第一位置から第二位置に移動されると、前記ポ
ストをロックするために前記嵌合部分は前記のポストに接近し、前記嵌合部材を前記ブラ
ケットに対して前記第二位置に保つように、前記第一係合要素と前記第二係合要素とは互
いに係合し、前記弾性部材は弾性力を維持し、
　前記弾性力により前記嵌合部材は前記第一位置に戻られ、前記嵌合部分は前記ポストに
対するロックを解除するために前記ポストから離れていることを特徴とするブラケット装
置。
【請求項９】
　前記ブラケットは、前記長手壁と実質的に垂直に連結された端壁をさらに含み、前記取
り付け部材は前記端壁に配置され、前記嵌合部材の嵌合部分は前記側壁に実質的に垂直に
連結され、前記ブラケットの長手壁と前記嵌合部材の側壁には、互い対応する第一制限要
素と第二制限要素が配置され、前記第一制限要素と前記第二制限要素はそれぞれ長穴と突
出構造であり、前記突出構造は前記長穴の一部を貫通する、請求項８に記載のブラケット
装置。
【請求項１０】
　前記ブラケット装置は係合部材をさらに含み、前記係合部材は連結部と弾力アームとを
備え、前記連結部は前記ブラケットの長手壁と連結され、前記弾力アームは前記連結部か
ら伸びられる部分であり、前記弾力アームは第一係合要素を有し、前記嵌合部材が前記第
二位置にある時、前記第一係合要素は、前記嵌合部材の側壁の第二係合要素と係合し、前
記嵌合部材の側壁はさらに延伸穴を有し、前記ブラケット装置は操作部材をさらに含み、
前記操作部材は固定部と操作部とを有し、前記固定部は固定部材を介して前記延伸穴を貫
通して前記ブラケットの長手壁と連結され、前記操作部は前記固定部と可撓的に連結され
、前記操作部は前記延伸穴を貫通する接触要素を有し、前記接触要素は前記係合部材の弾
力アームに対応するように位置決めされる、請求項９に記載のブラケット装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はブラケット構造に関し、特に使用者が操作するのに便利なブラケット装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ラックシステムでは、ブラケットは通常、レールをラックのポストに取り付けるために
使用されます。米国特許第７，７０３，７３４Ｂ２号に開示されているように、スライド
レールのブラケットは、主要ブラケット（１）、補助ブラケット（２）、第１係合部材（
３）、第２係合部材（４）、作動部材（５）と連結部材（６）を含む。主用ブラケット（
１）と補助ブラケット（２）は互いに対して移動可能である。また、スプリング（２３）
は主要ブラケット（１）と補助ブラケット（２）の間に弾性力を加える。作動部材（５）
は第１係合部材（３）に対応し、連結部材（６）は第２係合部材（４）に対応するための
ものである。該米国特許の図１０と図１１から分かるように、使用者が作動部材（５）を
操作して第１係合部材（３）が一の位置から離れると、スプリング（２３）のばね力を解
放し、補助ブラケット（２）は、主要ブラケット（１）に対して移動して互いに接近し、
吊り柱（２２２）及び曲げ板（１３）を通してラックのポスト（Ａ）をロックすることが
できる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７７０３７３４号明細書
【特許文献２】米国特許第６８９１７２７号明細書
【特許文献３】米国特許第９７２３９２４号明細書
【特許文献４】米国特許第１００５１７５９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　市場によってブラケットの操作について需要が異なるため、様々なニーズに答えるブラ
ケット製品を開発することが重要である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、使用者が操作するのに便利なブラケット装置に関する。
【０００６】
　本発明の一実施形態によるブラケット装置は、ブラケットと、嵌合部材と、弾性部材と
を含む。ブラケットは長手壁と長手壁に隣接して配置される少なくとも１つの取り付け部
材とを含む。嵌合部材は側壁と側壁に対して曲がった嵌合部分とを含む。嵌合部材はブラ
ケットに対して長手方向に可動に設けられる。弾性部材は、ブラケットと嵌合部材に弾性
力を与える。ブラケットと嵌合部材には、それぞれ第一係合要素及び第二係合要素が配置
され、嵌合部材がブラケットに対してロック解除位置からロック位置に移動されると、嵌
合部分は少なくとも１つの取り付け部材に接近し、嵌合部材をブラケットに対してロック
位置に保つように、第一係合要素及び第二係合要素は互いに係合する。弾性部材は、嵌合
部材がロック解除位置に戻られるための弾性力を維持する。
【０００７】
　ブラケットは、長手壁と実質的に垂直に連結された端壁をさらに含み、少なくとも１つ
の取り付け部材は端壁に配置されている。
【０００８】
　嵌合部材の嵌合部分は側壁と実質的に垂直に連結されている。
【０００９】
　ブラケットの長手壁と嵌合部材の側壁には、互い対応する第一制限要素と第二制限要素
が配置されている。
【００１０】
　ブラケットの長手壁はスライドレールと連結されている。
【００１１】
　ブラケット装置は係合部材を含む。係合部材は連結部と弾力アームとを備える。連結部
はブラケットの長手壁と連結され、弾力アームは連結部から伸びられる部分である。弾力
アームは第一係合要素を有し、嵌合部材がロック位置にある時、第一係合要素は、嵌合部
材の側壁の第二係合要素と係合するように構成されている。
【００１２】
　嵌合部材の側壁はさらに延伸穴を有し、ブラケット装置は操作部材をさらに含む。操作
部材は固定部と操作部とを有し、固定部は固定部材を介して延伸穴を貫通してブラケット
の長手壁と連結され、操作部は固定部と可撓的に連結され、操作部は延伸穴を貫通する接
触要素を有する。接触要素は係合部材の弾力アームに対応するように位置決めされる。
【００１３】
　本発明の他の実施形態によるブラケット装置は、ブラケットと、嵌合部材と、弾性部材
とを含む。ブラケットは、長手壁と前記長手壁に隣接して配置される少なくとも１つの取
り付け部材とを含む。嵌合部材は側壁と側壁に対して曲がった嵌合部分とを含む。嵌合部
材はブラケットに対して可動に設けられる。ブラケットと嵌合部材には、それぞれ第一係
合要素及び第二係合要素が配置され、嵌合部材がブラケットに対して第一位置から第二位
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置に移動されると、嵌合部分は少なくとも１つの取り付け部材に接近し、嵌合部材をブラ
ケットに対して第二位置に保つように、第一係合要素と第二係合要素とは互いに係合し、
弾性部材は弾性力を維持する。第一係合要素と第二係合要素とは互いに係合を解除すると
、弾性部材から解放された弾性力に答え、嵌合部材は第二位置から第一位置に戻られ、嵌
合部分は少なくとも１つの取り付け部材から離れる。
【００１４】
　本発明の他の実施形態によれば、スライドレールをポストに取り付けるのに適するブラ
ケット装置であって、ポストは複数の穴を含み、ブラケット装置は、ブラケットと、嵌合
部材と、弾性部材とを含む。ブラケットは、長手壁と前記長手壁に隣接して配置される１
つの取り付け部材とを含む。長手壁はスライドレールと連結し、且つ取り付け部材はポス
トの複数の穴のなかの１つに取り付けられる。嵌合部材はブラケットに対して長手方向に
可動に設けられ、嵌合部材は側壁と側壁に対して曲がった嵌合部分とを含む。弾性部材は
ブラケット及び嵌合部材に弾性力を与える。ブラケット及び嵌合部材には、それぞれ第一
係合要素及び第二係合要素が配置され、嵌合部材がブラケットに対して第一位置から第二
位置に移動されると、嵌合部分はポストに接近し、ポストをロックすることができる。嵌
合部材をブラケットに対して第二位置に保つように、第一係合要素と第二係合要素とは互
いに係合し、弾性部材は弾性力を維持する。その弾性力を介して、嵌合部材は第二位置か
ら第一位置に戻られ、ポストをロックしなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図1は、本発明の一実施形態によるブラケット装置を示す分解図である。
【図２】図２は、一方の視点から見た本発明の一実施形態によるブラケット装置の組み合
わせを示す図である。
【図３】図３は、他方の視点から見た本発明の一実施形態によるブラケット装置の組み合
わせを示す図である。
【図４】図４は、スライドレールアセンブリをラックに取り付けるために、本発明の一実
施形態によるブラケット装置をスライドレールアセンブリのレールと連結されること示す
図である。
【図５】図５は、本発明一実施形態によるブラケット装置を介してスライドレールアセン
ブリをラックに取り付けられることを示す図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態によるブラケット装置が取り付け部材を介してラッ
クに取り付けられ、且つ嵌合部材が第一位置にある状態を示す図である。
【図７】図７は、図６の領域Ａの拡大図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態によるブラケット装置を取り付け部材を介してラック
に取り付けられ、且つラックをロックするために嵌合部材が第二位置にある状態を示す図
である。
【図９】図９は、図８の領域Ａの拡大図である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態によるブラケット装置は、取り付け部材を介し
てラックに取り付けられ、且つ嵌合部材が第二位置にあり、操作部材は力によって押圧さ
れる状態を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態によるブラケット装置の嵌合部材が第二位置にあ
り、押圧された操作部材が係合部材の弾力アームに当接する状態を示す図である。
【図１２】図１２は、図１１の領域Ａの拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１、図２と図３に示すように、本発明の実施形態のブラケット装置２０は、ブラケッ
ト２２、嵌合部材２４、及び少なくとも１つの弾性部材２６を含む。好ましくは、操作部
材２７をさらに含む。以下の実施形態で使用される「実質的に垂直に接続された」という
用語は、構成要素又は構造が別の構成要素又は構造に垂直に接続されることを意味する。
しかしながら、製造公差または他の要因により、実施上、完全に垂直ではない場合がある
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ため、要素又は構造と他の要素又は構造との間の角度は、例えば８５～９５度、または８
８～９２度であることは全て本発明の保護範囲内である。
【００１７】
　ブラケット２２は、長手壁２８と、長手壁２８に隣接して配置された少なくとも１つの
取り付け部材３０とを含む。好ましくは、ブラケット２２は、長手壁２８と実質的に垂直
に連結されている端壁３２をさらに含み、少なくとも１つの取り付け部材３０は端壁３２
に配置されている。好ましくは、長手壁２８は開口部３４を有する。
【００１８】
　嵌合部材２４は、ブラケット２２に対して可動に設けられ、例えば、長手方向に可動に
設けられる。嵌合部材２４は、側壁３６と、側壁３６に対して曲がった嵌合部分３８とを
含む。嵌合部分３８は取り付け部材３０に対応する。好ましくは、嵌合部分３８は側壁３
６と実質的に垂直に連結されている。好ましくは、ブラケット２２の長手壁２８と嵌合部
材２４の側壁３６には、互い対応する第一制限要素４０と第二制限要素４２が配置されて
いる。例えば、第一制限要素４０及び第二制限要素４２はそれぞれ縦長の長穴（縦長スロ
ット）及び突出構造である。突出構造は、例えば、嵌合部材２４に固定された接続部品で
あり、嵌合部材２４の一部と見なすことができる。第二制限要素４２は、長穴の一部を貫
通し、長穴の両端穴壁の間に制限されている。第一制限要素４０と第二制限要素４２の実
施態様はこれに限定されない。ここでは、第一制限要素４０と第二制限要素４２は二つに
よって例示されるが、この数に限定されない。例えば、本発明は１つの第一制限要素４０
と１つの第二制限要素４２とを含むことができる。すなわち、ブラケット２２の長手壁２
８はただ１つの第一制限要素４０を備える。例えば、図１の長手壁２８の上方又は下方の
１つの第一制限要素４０を備える。第二制限要素４２は、第一制限要素４０に対応する位
置で嵌合部材２４の側壁３６に取り付けられる。
【００１９】
　少なくとも１つの弾性部材２６は２つによって例示され、この２つの弾性部材２６は、
互いに対応するように長手壁２８に配置されている。しかしこの数に限定されない。本発
明は１つだけの弾性部材２６を含んでもよい。例えば、本発明はまた、図２の長手壁２８
の上方又は下方の１つの弾性部材２６を含むこともできる。さらに、各弾性部材２６は、
ブラケット２２及び嵌合部材２４に弾性力を与えるために使用される。好ましくは、弾性
部材２６は、例えばバネであり、バネの両端はそれぞれブラケット２２と嵌合部材２４と
を連結する。
【００２０】
　ブラケット２２と嵌合部材２４には、それぞれ第一係合要素４４と第二係合要素４６と
が配置されている。ブラケット装置２０は、ブラケット２２に配置された係合部材４８を
含むことが好ましい。係合部材４８は、連結部４８ａと弾力アーム４８ｂとを備える。連
結部４８ａはブラケット２２の長手壁２８と連結されている（例えばリベット、ねじ又は
半田付けによって連結される）。弾力アーム４８ｂは連結部４８ａから伸びられる部分で
あり、弾力アーム４８ｂは第一係合要素４４を有する。第一係合要素４４は、例えば凸型
フックであって、ブラケット２２の長手壁２８の開口部３４を貫通するために使用される
。一方、嵌合部材２４の第二係合要素４６は、例えば側壁３６の壁面または縁部であるが
、これに限定されない。
【００２１】
　好ましくは、嵌合部材２４の側壁３６はさらに延伸穴５０（例えば長手方向に延びる穴
）を有する。一方、操作部材２７は固定部２７ａと操作部２７ｂとを有し、固定部２７ａ
は固定部材５２を介して延伸穴５０を貫通してブラケット２２の長手壁２８と連結されて
いる。固定部２７ａは、操作部２７ｂと可撓的に連結されている。好ましくは、操作部２
７ｂは、延伸穴５０と開口部３４とを貫通する接触要素２７ｃ（例えば、凸部）を有し、
接触機構２７ｃは、係合部材４８の弾力アーム４８ｂに対応するように位置決めされる。
【００２２】
　図４と図５に示すように、ブラケット装置２０はスライドレールアセンブリ５４に適用
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することができる。スライドレールアセンブリ５４のスライドレール５６は、ブラケット
装置２０と別のブラケット装置５８を介してラック（ｒａｃｋ）の第一ポスト６０ａと第
二ポスト６０ｂに取り付けることができる。第一ポスト６０ａは、複数の穴６２を含む。
また、ブラケット装置２０のブラケット２２の長手壁２８がスライドレール５６の一側に
連結され、ブラケット２２の少なくとも１つの取り付け部材３０が第一ポスト６０ａの複
数の穴６２のうちの1つに取り付けられる。この実施形態では、スライドレールアセンブ
リ５４は、スライドレール５６に加えて、もう２つ他のレール、例えば中間レール６４と
内側レール６６とを含む。スライドレール５６の一方の側にあるブラケット２２の長手壁
２８に対し、中間レール６４及び内側レール６６は、スライドレール５６の他方の側に配
置されている。中間レール６４は、スライドレール５６（外側レール）と内側レール６６
との間に可動に取り付けられており、中間レール６４は、スライドレール５６に対する内
側レール６６の伸長距離を長くするために用いられる。しかし、本発明はこれに限定され
るものではなく、スライドレール５６に対する移動が可能である限り、スライドレール５
６内に取り付けられるスライドレールの数及び配置形態は柔軟に調節することが可能であ
る。
【００２３】
　図６に示すように、ブラケット装置２０の嵌合部材２４がブラケット２２に対して第一
位置Ｐ１（例えば、ロック解除位置）にあるとき、嵌合部材２４の嵌合部分３８及びブラ
ケット２２の取り付け部材３０（または端壁３２）の間に第一距離Ｄ１がある。ブラケッ
ト２２の取り付け部材３０は、第一ポスト６０ａの穴６２の位置に対応して穴６２を貫通
することができる。このとき、嵌合部材２４の嵌合部分３８は、ブラケット２２の取り付
け部材３０（または端壁３２）及び第一ポスト６０ａから離れている。
【００２４】
　図７に示すように、嵌合部材２４がブラケット２２に対して第一位置Ｐ１にあるとき、
ブラケット２２の第一係合要素４４と嵌合部材２４の第二係合要素４６とはまだ互いに係
合していない。好ましくは、操作部材２７の接触要素２７ｃは、係合部材４８の弾力アー
ム４８ｂに当接するようになっている。
【００２５】
　図８及び図９に示すように、嵌合部材２４に第一力Ｆ１を加えられ、嵌合部材２４がブ
ラケット２２に対して第一位置Ｐ１から第二位置Ｐ２（例えばロック位置）へ長手方向に
移動されると、嵌合部分３８は、少なくとも１つの取り付け部材３０（または端壁３２）
及び第一ポスト６０ａに接近し、嵌合部分３８と取り付け部材３０（または端壁３２）と
の間の距離は、第一距離Ｄ１からより小さい（またはより短い）第二距離Ｄ２になる。嵌
合部材２４が第二位置Ｐ２にあるとき、嵌合部材２４の第二係合要素４６は、係合部材４
８の弾力アーム４８ｂの第一係合要素４４に対応して位置決めされる。また、弾性部材２
６は、嵌合部材２４が位置する第二位置Ｐ２に応じて弾性力を蓄えた状態にある。好まし
くは、係合部材４８の弾力アーム４８ｂを介して第一係合要素４４と嵌合部材２４の第二
係合要素４６とを互いに係合させるための弾性力を提供する。嵌合部材２４は、ブラケッ
ト２２に対して第二位置Ｐ２に保持されており、弾性部材２６は弾性力を維持した状態に
ある。嵌合部材２４がブラケット２２に対して第二位置Ｐ２にあるとき、嵌合部分３８は
第一ポスト６０ａをロックするために第一ポスト６０ａに接近する。すなわち、このとき
、スライドレールアセンブリ５４は、第一ポスト６０ａに安定して取り付けられ、第一ポ
スト６０ａから任意に取り外すことができない。図１０、図１１及び図１２に示すように
、第一係合要素４４と第二係合要素４６との係合を解除するためには、操作部材２７の操
作部２７ｂに第二力Ｆ２を加えることにより、操作部材２７の接触要素２７ｃは、係合部
材４８の弾力アーム４８ｂに当接し、係合部材４８の弾力アーム４８ｂはブラケット２２
の長手壁２８に対して横に持ち上げ、第一係合要素４４と第二係合要素４６との係合を解
除する。そして、弾性部材２６から解放された弾性力Ｆ３に答え、嵌合部材２４はブラケ
ット２２に対して第二位置Ｐ２から第一位置Ｐ１に戻ることができる（図６を参照する）
。嵌合部分３８は、少なくとも１つの取り付け部材３０から離れた状態に戻る。嵌合部材
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２４がブラケット２２に対して第一位置Ｐ１にあるとき（図６を参照する）、嵌合部分３
８は第一ポスト６０ａから離れ、第一ポスト６０ａに対するロックを解除する。取り付け
部材３０が第一ポスト６０ａから外れることにより、ブラケット装置２０を第一ポスト６
０ａから取り外すことができる。すなわち、スライドレールアセンブリ５４を第一ポスト
６０ａから取り外すことができる。なお、本発明の操作部材２７は省略することができる
。例えば、操作装置２７がブラケット装置２０に設けられていない場合、第一係合要素４
４と第二係合要素４６との係合を解除しようとする際に、棒状の物などの道具（図示せず
）を使用し、嵌合部材２４の外側（すなわちブラケット２２から離れた側）から延伸穴５
０及び開口部３４を貫通して係合部材４８の弾力アーム４８ｂを押すことにより、係合部
材４８の弾力アーム４８ｂはブラケット２２の長手壁２８に対して横に持ち上げさせ、第
一係合要素４４と第二係合要素４６との係合を解除することができる。図６に示すように
、嵌合部材２４がブラケット２２に対して第一位置Ｐ１にあるとき、第一距離Ｄ１は、取
り付け部材３０の端面と第一ポスト６０ａの壁面との間の距離よりも実質的に大きいであ
る。これにより、嵌合部材２４の嵌合部分３８と第一ポスト６０ａの壁面との間に十分な
隙間が確保され、取り付け部材３０が第一ポスト６０ａの孔６２から離されるとき、嵌合
部材２４の嵌合部分３８が第一ポスト６０ａの壁面に当接しないので、取り付け部材３０
は第一ポスト６０ａの孔６２からスムーズに離されることができる。
【００２６】
　本発明の実施形態のブラケット装置２０が以下の特徴を含むことが分かる：
１．嵌合部材２４は、ブラケット２２に対して第一位置Ｐ１（例えば、ロック解除位置）
から第二位置Ｐ２（例えば、ロック位置）に長手方向に沿って可動である。嵌合部材２４
が第二位置Ｐ２にあるとき、弾性部材２６は弾性力を維持することができ、その弾性力が
解放されることによって嵌合部材２４を第一位置Ｐ１に戻らせることができる。
２．嵌合部材２４が第一位置Ｐ１にあるとき、嵌合部材２４の嵌合部分３８は第一ポスト
６０ａをロックすることができず、嵌合部材２４が第二位置Ｐ２にあるとき、嵌合部材２
４の嵌合部分３８は第一ポスト６０ａをロックするができる。
３．操作者が操作部材２７に力を加えることによって第一係合要素４４と第二係合要素４
６との係合を解除することが便利である。
【００２７】
　前述において本発明の実施形態を開示したが、これらは本発明を限定するものではなく
、本発明によって保護される範囲は特許請求の範囲を基準とする。
【符号の説明】
【００２８】
２０　ブラケット装置
２２　ブラケット
２４　嵌合部材
２６　弾性部材
２７　操作部材
２７ａ　固定部
２７ｂ　操作部
２７ｃ　接触要素
２８　長手壁
３０　取り付け部材
３２　端壁
３４　開口部
３６　側壁
３８　嵌合部分
４０　第一制限要素
４２　第二制限要素
４４　第一係合要素
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４６　第二係合要素
４８　係合部材
４８ａ　連結部
４８ｂ　弾力アーム
５０　延伸穴
５２　固定部材
５４　スライドレールアセンブリ
５６　スライドレール
５８　他方のブラケット装置
６０ａ　第一ポスト
６０ｂ　第二ポスト
６２　穴
６４　中間レール
６６　内側レール     
Ｄ１　第一距離
Ｄ２　第二距離
Ｆ１　第一力
Ｆ２　第二力
Ｐ１　第一位置
Ｐ２　第二位置
Ｆ３　弾力

【要約】
【課題】　使用者が操作するのに便利なブラケット装置を提供すること。
【解決手段】ブラケット装置は、ブラケットと、嵌合部材と、弾性部材とを含む。嵌合部
材はブラケットに対して可動に設けられ、弾性部材はブラケットと嵌合部材とに弾性力を
与える。嵌合部材が第一位置にあるとき、嵌合部材の嵌合部分はブラケットの取り付け部
材から離れており、嵌合部材が第二位置にあるとき、嵌合部材の嵌合部分はブラケットの
取り付け部材に接近する。
【選択図】　図１１
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【図３】

【図４】 【図５】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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